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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
対 象 端 末 を 識 別 す る 対 象 端 末 識 別 子 と 、 ユ ー ザ 端 末 を 識 別 す る ユ ー ザ 端 末 識 別 子 と を 対 応  
付 け て 記 憶 す る 記 憶 部 と 、
　 移 動 中 の 前 記 対 象 端 末 の 、 異 な る 時 刻 に お け る 複 数 の 各 位 置 を 示 す 対 象 端 末 位 置 情 報 を
前 記 対 象 端 末 識 別 子 と 共 に 、 順 次 、 受 信 す る 受 信 部 と 、
　 前 記 受 信 部 が 受 信 し た 各 前 記 対 象 端 末 位 置 情 報 に 対 応 す る 領 域 を 撮 影 し た 移 動 端 末 か ら
、 前 記 領 域 内 で 撮 影 し て 得 ら れ た 画 像 で あ る 領 域 画 像 を 複 数 取 得 す る 取 得 部 と 、
前 記 領 域 画 像 は 、 撮 影 位 置 を 特 定 す る 位 置 情 報 と 撮 影 時 を 特 定 す る 時 情 報 と を 含 む ２ 以 上  
の 環 境 情 報 を 含 む 属 性 値 集 合 と 、 当 該 領 域 画 像 の 権 利 者 を 識 別 す る 権 利 者 識 別 子 と が 対 応  
付 け ら れ た 画 像 で あ り 、
各 前 記 対 象 端 末 位 置 情 報 に 基 づ い て 、 取 得 し た 複 数 の 前 記 領 域 画 像 を 時 間 的 に 結 合 す る 、  
ま た は 複 数 の 前 記 領 域 画 像 の 一 部 を 空 間 的 に 融 合 し て 、 一 の 提 供 画 像 を 構 成 す る 構 成 部 と
、
前 記 記 憶 部 に お い て 前 記 対 象 端 末 識 別 子 と 対 応 付 け て 記 憶 さ れ て い る 前 記 ユ ー ザ 端 末 識 別  
子 が 示 す 前 記 ユ ー ザ 端 末 に 、 前 記 提 供 画 像 を 送 信 す る 送 信 部 と 、
前 記 提 供 画 像 を 構 成 す る 複 数 の 前 記 領 域 画 像 に そ れ ぞ れ 対 応 付 く 前 記 権 利 者 識 別 子 を 前 記  
提 供 画 像 と 対 応 付 け て 蓄 積 す る 第 二 保 全 処 理 を 行 う 権 利 者 処 理 部 と 、
を 具 備 す る 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 権 利 者 処 理 部 は 、 更 に 、
前 記 提 供 画 像 を 送 信 し た 提 供 先 の 前 記 ユ ー ザ 端 末 を 識 別 す る 前 記 権 利 者 識 別 子 を 、 前 記 提  
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供 画 像 と 対 応 付 け て 蓄 積 す る 第 三 保 全 処 理 を 行 う 、 請 求 項 １ 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
記 憶 部 と 、 受 信 部 と 、 取 得 部 と 、 構 成 部 と 、 送 信 部 と 、 権 利 者 処 理 部 と を 備 え る 情 報 処 理  
装 置 に 用 い ら れ る 情 報 処 理 方 法 に お い て 、
前 記 記 憶 部 が 、 対 象 端 末 を 識 別 す る 対 象 端 末 識 別 子 と 、 ユ ー ザ 端 末 を 識 別 す る ユ ー ザ 端 末  
識 別 子 と を 対 応 付 け て 記 憶 す る ス テ ッ プ と 、
前 記 受 信 部 が 、 移 動 中 の 前 記 対 象 端 末 の 、 異 な る 時 刻 に お け る 複 数 の 各 位 置 を 示 す 対 象 端  
末 位 置 情 報 を 前 記 対 象 端 末 識 別 子 と 共 に 、 順 次 、 受 信 す る ス テ ッ プ と 、
前 記 取 得 部 が 、 前 記 受 信 部 が 受 信 し た 各 前 記 対 象 端 末 位 置 情 報 に 対 応 す る 領 域 を 撮 影 し た  
移 動 端 末 か ら 、 前 記 領 域 内 で 撮 影 し て 得 ら れ た 画 像 で あ る 領 域 画 像 を 複 数 取 得 す る ス テ ッ  
プ と 、
前 記 領 域 画 像 は 、 撮 影 位 置 を 特 定 す る 位 置 情 報 と 撮 影 時 を 特 定 す る 時 情 報 と を 含 む ２ 以 上  
の 環 境 情 報 を 含 む 属 性 値 集 合 と 、 当 該 領 域 画 像 の 権 利 者 を 識 別 す る 権 利 者 識 別 子 と が 対 応  
付 け ら れ た 画 像 で あ り 、
前 記 構 成 部 が 、 各 前 記 対 象 端 末 位 置 情 報 に 基 づ い て 、 取 得 し た 複 数 の 前 記 領 域 画 像 を 時 間  
的 に 結 合 す る 、 ま た は 複 数 の 前 記 領 域 画 像 の 一 部 を 空 間 的 に 融 合 し て 、 一 の 提 供 画 像 を 構  
成 す る ス テ ッ プ と 、
前 記 送 信 部 が 、 前 記 記 憶 部 に お い て 前 記 対 象 端 末 識 別 子 と 対 応 付 け て 記 憶 さ れ て い る 前 記  
ユ ー ザ 端 末 識 別 子 が 示 す 前 記 ユ ー ザ 端 末 に 、 前 記 提 供 画 像 を 送 信 す る ス テ ッ プ と 、
前 記 権 利 者 処 理 部 が 、 前 記 提 供 画 像 を 構 成 す る 複 数 の 前 記 領 域 画 像 に そ れ ぞ れ 対 応 付 く 前  
記 権 利 者 識 別 子 を 前 記 提 供 画 像 と 対 応 付 け て 蓄 積 す る 第 二 保 全 処 理 を 行 う ス テ ッ プ と 、 を  
含 む 情 報 処 理 方 法 。
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